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厚生労働省 リカレントガイドライン「学びの好循環」
検討状況
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職業能力形成をめざす
一人ひとりの努力が

報われる環境の構築をめざして
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「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」 令和４年６月策定

• 【I基本的な考え方】

• 【II労使が取り組むべき事項】

• １学び・学び直しに関する基本認識の共有
①経営者による経営戦略・ビジョンと人材開発の方向性の提示、共有

• ２能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有
②役割の明確化と合わせた職務に必要な能力・スキル等の明確化
③学ぶ意欲の向上に向けた節目ごとのキャリアの棚卸し
④学び・学び直しの方向性・目標の擦り合わせ、共有

• ３労働者の自律的・主体的な学び・学び直しの機会の確保
⑤学び・学び直しの教育訓練プログラムや教育訓練機会の確保
⑥労働者が相互に学び合う環境の整備

• ４労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを促進するための支援
⑦学び・学び直しのための時間の確保
⑧学び・学び直しのための費用の支援
⑨学びが継続できるような伴走支援

• ５持続的なキャリア形成につながる学びの実践、評価
⑩身に付けた能力・スキルを発揮することができる実践の場の提供
⑪身に付けた能力・スキルについての適切な評価

• ６現場のリーダーの役割、企業によるリーダーへの支援
⑫学び・学び直しの場面における、現場のリーダーの役割と取組
⑬現場のリーダーのマネジメント能力の向上・企業による支援

• 【III公的な支援策】
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「学びの好循環」を実現する「学びのプロセス」

3

・労使の「協働」により、
・多くの職場において、多くの労働者によって、
・学び・学び直しが実践され、
・労働者の能力・スキル、キャリアの向上を実現し、
・新たな価値の創造につながる、
・より高いレベルの新たな学び・学び直しを呼び込む
・という「学びが学びを呼ぶ」状態、いわば、「学びの好循環」

①職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確化し、学びの目
標を関係者で共有すること

②職務に必要な能力・スキルを習得するための効果的な教育訓
練プログラムや教育訓練機会の確保

③労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを後押しするための
伴走的な支援策の展開

I基本的な考え方 ４自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しを促進するための「学びのプロセス」

I基本的な考え方 ６「学びの好循環」の実現を

学びの好循環

学びのプロセス

©2022 G.ARAI

「学びのプロセス」
Ⅰ基本的考え方 ４自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しを促進するための「学びのプロセス」

①職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確化
し、学びの目標を関係者で共有すること

②職務に必要な能力・スキルを習得するための効果
的な教育訓練プログラムや教育訓練機会の確保

③労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを後押し
するための伴走的な支援策の展開
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①職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確化し、学びの
目標を関係者で共有すること

• ＜①について＞

• ○労働者の自律的・主体的な学び・学び直しが効果的に行われるため
には、
役割明確化と合わせ、職務に必要な能力・スキル等を可能な限り明確
化し、

労働者と企業が学び・学び直しの方向性・目標を擦り合わせ、共有する
ことが重要となる。

• ○学びの目標の明確化は、個々の労働者の自律的・主体的な学び・学
び直しのモチベーションの維持にもつながるものであり、経済・社会環境
の変化や労働者のライフステージ等の変化に応じて目標を不断に見直
すことが求められる。

• ○適切な学びの目標を設定するとともに、今後の更なる学びやキャリア
形成につなげるという観点から、ジョブ・カードの活用も含め、個々の労
働者が、「節目」ごとにこれまでのキャリアを振り返り、自身のキャリア・意
向・適性を把握することが重要である。

5
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【Ⅱ 労使が取り組むべき事項】

２ 能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有
• ② 役割の明確化と合わせた職務に必要な能力・スキル等の明確化

【取組の考え方・留意点】
○ 学び・学び直しの内容や習得レベル、目指すべき目標等を設定しやすくするため、役割明確化と合わ
せ、職務に必要な能力・スキル等を明らかにすることが重要である。
○ 役割の明確化や職務に必要な能力・スキル等の明確化は、労働者の学び・学び直しの起点となるも
のであることから、企業の実情や職務の性格に応じつつ、できる限り積極的に行うことが望ましい。

• 【推奨される取組例】
○ 職業人生の各段階で必要な能力・スキル等を整理したロードマップを示す。
○ 職務に必要な能力・スキル等の明確化に当たっては、必要な資格や、知識・
技能レベルを明らかにする。
○ 明確化しやすいところから着手するという観点から、まずは管理職以上から、
求められる能力・スキル等を明確化する。
○ 新事業部門を立ち上げるにあたり、その部門のポストから能力・スキル等を明
確化する。
○ 国が策定した職業能力評価基準（※）や同基準を基に作成したキャリアマップ

を参考にしつつ、自社におけるレベル別・職種別の役割を明確化し、職務に必要
とされる能力・スキル等を整理する。
○ 他部署や社外からの人材確保に役立てるため、明確化した職務に必要な能
力・スキル等を社内外に公開する。

6
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【Ⅱ 労使が取り組むべき事項】

２ 能力・スキル等の明確化、学び・学び直しの方向性・目標の共有
• ④ 学び・学び直しの方向性・目標の擦り合わせ、共有
• 【取組の考え方・留意点】

○ 学び・学び直しを、企業・労働者双方にとって効果的なものとする観点から、企業が求める学び・学び直しの方向性・目
標と、労働者が求める学び・学び直しの方向性・目標との擦り合わせを行うことが必要である。
○ 具体的には、学ぶべき分野やレベル等の擦り合わせを行い、必要に応じて、より詳細に取得すべき資格や期間等を定

めることも考えられる。両者の方向性・目標が乖離している場合には、企業がその必要性を労働者に丁寧に説明し、両者
の間で十分なコミュニケーションを取った上で学び・学び直しを行うことが重要である。

○擦り合わせた結果の方向性・目標は、経済・社会環境や労働者のライフステージ等の変化、学びの進捗状況を踏まえ
て、必要に応じて見直すことが必要である。
○ 擦り合わせを行う主体は、現場の課題やニーズに精通した管理職等の現場のリーダーであることが望ましい。管理職

等の現場のリーダー自身が学び・学び直しに取り組む場合には、さらにその上の職階の者が、擦り合わせの主体となるこ
とが望ましい。
○ 学び・学び直しを促すための擦り合わせは、雇用形態等にかかわらずあらゆる労働者を対象とすべきである。

• 【推奨される取組例】
学び・学び直しの方向性・目標は、労働者と管理職等の現場のリーダーとで話し
合い、学ぶ分野やレベルを擦り合わせた上で、設定する。
○ 擦り合わせにおいては、管理職等の現場のリーダーは、「労働者の学びたい
と思っている内容」が企業の人材戦略等の方向性と合っているかを確認する。
○ 短期の目標があると着手しやすく、また、一つ一つ達成することで大きな目標
へと近づくため、長期の目標に加え、短期の目標も設定する。
○ 節目ごとに行うキャリアコンサルティングの実施に合わせて擦り合わせを行う
。
○ 擦り合わせの実施時期は、労働者の希望に応じて柔軟に決定する。
○ テレワーク勤務の労働者については、オンラインでも擦り合わせをできるよう
にする。 7

©2022 G.ARAI

【Ⅲ 公的な支援策】

• ＜② 役割明確化と合わせた、職務に必要な能力・スキル等の明確化＞

• ○ 職業能力評価基準

• ○ 社内検定認定制度

• ○ 職業情報提供サイト（日本版 O-NET）（job tag（じょぶたぐ））

• ○ DX リテラシー標準
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職場における学び・学び直し促進ガイドライン 別冊

9
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職場における学び・学び直し促進ガイドラインの活用

• 令和4年6月29日（水） 厚生労働省 報道発表
職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定しました

厚生労働省では、職場における学び・学び直しを促進するため、ガイドラインの周知を図り、
気運の醸成、環境整備の促進に取り組んでいきます。

• 宮崎県中小企業団体中央会HP
職場における学び・学び直し促進ガイドラインの周知依頼について 掲載

令和４年6月29日 経営者団体の長、労働組合の長宛 発人材統括官
職場における学び・学び直し促進ガイドラインの周知依頼について

DXの加速化など…変化の時代においては、労働者の「自律的・主体的かつ継続的な学び・学
び直し」が重要であり、学び・学び直しにおける「労使の協働」が必要となります。
…つきましては、かかる趣旨を御理解いただき、傘下団体及び傘下企業の皆様に対する周知
に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

• 令和4年8月3日 汐留社会保険労務士法人
HP「職場における学び・学び直し促進ガイドラインから見る、今必要な人材開発とは」
令和4年6月29日、厚生労働省より「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」が公表さ
れました。…
今回ご紹介しました「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を是非ご参考にしてくださ
い。

• 弊社では、キャリアコンサルタントによる支援の他、人材開発につながる職務評価制度のご提
案など、人事制度に関する支援を幅広く承っておりますので、お困りの際は、お気軽にご相談
ください。

10
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職場における学び・学び直し促進ガイドラインの活用

11
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議題 （２） 今後の人材開発政策について（「リカレントガイドライン（仮称）」の策定等）

「学びのプロセス」 検討開始 (第29回労働政策審議会人材開発分科会令和３年１０月２０日（水）)
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職業資格制度の機能
2021.11．26 PTUフォーラム 日本の職業資格制度の特徴から見る職業能力開発の隘路

13

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）

©2022 G.ARAI

職業資格制度の機能 制度の利用者

14

学習者

教育訓練機関 企業・雇用主・委託者

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）

学習者による選択の期待

教育訓練の目標 処遇・委託の基準

仕事の成果の期待

学習の目標

処遇・委託の期待

13
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独自基準
職能資格など

独自基準
訓練基準

システム・ユニット

日本の職業資格制度が機能しない状況

15

学習者

教育訓練機関 企業・雇用主・委託者

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）能力の(1)標準

職業に必要な
能力の標準が、

合意されていない
職業能力体系

職業能力評価基準

独自基準
技能検定

試験基準細目

©2022 G.ARAI

職業資格制度が機能していない職業能力開発環境
＝ 職業能力開発の隘路 (能力開発 企業→企業外)

長所 短所

有

・個々のカリキュラム基準
・評価基準策定コストの低減

(教訓機関・企業・資格団体)

・現実社会に対するカリキュラム
・妥当な評価の遅れ

（教訓機関・企業・資格団体）

・処遇に結びつく学習目標の明確化
(学習者)

・企業による処遇の柔軟な活用の阻害
（企業）

無

・独自カリキュラムの開発、
カリキュラム更新容易

（教訓機関)

・個々のカリキュラム基準・評価基準策
定コストの増大

（教訓機関・企業・資格団体）

・柔軟な評価の実施
(教訓機関・企業・資格団体)

・教育訓練の質のバラツキ（学習者）
・学習目標の不明確(学習者)
・学習(能力向上)と

処遇の関係が不明確(学習者)

16

合意された能力標準の不在 教育訓練機関・企業・資格団体は困らない
＝ 処遇に結びつく職業能力開発の、不確実性負担の学習者への偏在

＝職業能力開発の隘路 ＝ 神津氏指摘

15
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独自基準独自基準

職業資格制度が機能していない職業能力開発環境
＝ 職業能力開発の隘路

17

学習者

教育訓練機関 企業・雇用主・委託者

職業資格(制度) ＝
能力の(1)標準・(2)試験/公証・(3)評価（処遇・委託）能力の(1)標準

評価される標準を推定
評価を期待しない

内面的な満足

教育訓練への動機づけ 教育訓練への動機づけ

©2022 G.ARAI
18

職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

基盤整備センターHP,職業能力の体系
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_4.xls
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職業に必要な能力の標準のいろいろ(職業能力体系 金属プレス製品製造)

基盤整備センターHP,職業能力の体系
http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/statistics/system_list/e-32-youshiki_4.xls
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職場における学び・学び直し促進ガイドライン 検討経緯
• 令和3年3月29日 第11次 職業能力開発基本計画 R3-R7

第３部職業能力開発の方向性と基本的施 ２労働者の自律的・主体的なキャリア形成支援 （２）自律的・主体的な学びの支援

• 令和3年6月18日 閣議決定「規制改革実施計画」
自律的・主体的なキャリア形成の支援と職業生活の安定を図るためのセーフティネットの整備

働き手・企業が取り組む事項や人材開発施策に係る諸制度を体系的に示した「リカレントガイドライン」の策定を行う

• 令和3年10月20日 第29回労働政策審議会人材開発分科会
議題 今後の人材開発政策について（「リカレントガイドライン（仮称）」の策定等）
資料 社会変化に対応した人材開発施策の在り方・検討の視点（例）

• 令和3年11月24日 第30回労働政策審議会人材開発分科会
議題 今後の人材開発政策について（「リカレントガイドライン（仮称）」の策定等）

• 令和3年12月10日 第31回労働政策審議会人材開発分科会

• 議題 今後の人材開発政策について（「リカレントガイドライン（仮称）」の策定等）
資料 人材開発分科会報告（骨子案）

• 令和3年12月21日 第32回労働政策審議会人材開発分科会

• 議題 人材開発分科会報告（案）について
資料 人材開発分科会報告（骨子案）

• 令和3年12月21日労働政策審議会建議
労働政策審議会建議「関係者の協働による「学びの好循環」の実現に向けて（人材開発分科会報告）について」

https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/000870106.pdf

• 令和4年1月14日 第33回労働政策審議会人材開発分科会
議題 雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について （諮問）

第三 職業能力開発促進法の一部改正
二 協議会に関する規定の新設

議題 企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けて
資料 企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けて（案）

• 令和4年3月23日 第34回労働政策審議会人材開発分科会
議題 企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けて
資料 社会人の職業に関する学び・学び直し促進ガイドライン（仮称）（骨子案）

• 令和4年5月30日 第36回労働政策審議会人材開発分科会
議題 企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けて
資料 社会人の職業に関する学び・学び直し促進ガイドライン（仮称）（骨子案）

• 令和4年6月29日 第37回労働政策審議会人材開発分科会
議題 企業内の学び・学び直しを促進するためのガイドラインの策定に向けて
資料 職場における学び・学び直し促進ガイドライン（案）

• 令和4年6月29日 報道発表 「職場における学び・学び直し促進ガイドライン」を策定しました

19

20
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職業能力開発基本計画

• 第11次 職業能力開発基本計画 R3-R7 令和3年3月29日

• 第1部総説 1 計画のねらい
デジタル技術…労働市場の不確実性…職業人生の長期化
企業における人材育成を支援するとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援

• 第３部 職業能力開発の方向性と基本的施
２ 労働者の自律的・主体的なキャリア形成支援

（２） 自律的・主体的な学びの支援

労働者自身が自らの職業能力開発・キャリア形成に責任を持ち、意欲を持って学び続けるた
めには、

キャリアプランの明確化に加えて、

学びに関するコンテンツの充実や情報へのアクセスの改善、学びのための費用や時間の確
保、学びによる職業能力の向上を通じて主体的にキャリアを形成できるキャリアパスの整備な
ど幅広い観点からの環境整備を

国、都道府県、企業等が連携して進めていく必要がある。

その際、労働者の主体的なキャリア形成と企業における職業能力評価・人事労務管理が密接
な関わりを持つことについての企業の理解が不可欠であることに留意が必要である。また、経
済・社会環境の変化に伴う労働者に求められる能力の変化について、企業や産業界が適切
に把握し、それぞれにおける人材育成の取組に反映するとともに、労働者に情報発信するこ
とが重要である

21

©2022 G.ARAI

リカレントガイドライン策定指示
令和3年6月18日 閣議決定「規制改革実施計画」

• (4)多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備
No.3 自律的・主体的なキャリア形成の支援と職業生活の安定を図るためのセー
フティネットの整備

a 厚生労働省は、

• 正社員にとどまらない多様な働き手の

自律的・主体的なキャリア形成の促進を主眼に置き、

• 人的資本への投資戦略の重要性、実務につながる教育訓練の実施、

働き手の時機に応じたキャリアの棚卸しや

企業の人事政策の一環 であることを念頭に置いた

• キャリアコンサルティングの必要性、教育訓練休暇の付与・取得促進など、

働き手・企業が取り組む事項や人材開発施策に係る諸制度

を体系的に示した「リカレントガイドライン」の策定を行う。

22
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議題 （２） 今後の人材開発政策について（「リカレントガイドライン（仮称）」の策定等）

「学びのプロセス」 検討開始 (第29回労働政策審議会人材開発分科会令和３年１０月２０日（水）)

23

©2022 G.ARAI

参考資料 人材開発分科会報告（概要）（案）(第32回労働政策審議会人材開発令和３年１２月２１日（火）)

24
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雇用保険法等の一部を改正する法律（法律第一二号）令和4年3月31日

三 職業能力開発促進法の一部改正関係

２ 協議会に関する規定の新設

（一） 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道
府県の機関（以下この（一）において「関係機関」という。）は、地域の実情に応じた職
業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるように
するため、関係機関、職業訓練又は職業に関する教育訓練を実施する者、労働者
団体、事業主団体、職業紹介事業者又は特定募集情報等提供事業者、学識経験
者等により構成される協議会を組織することができるものとした。（第一五条第一項
関係）

現行：職業能力開発促進法
（多様な職業能力開発の機会の確保）

第十五条 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能
力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条
に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。

25

©2022 G.ARAI

全国職業訓練実施計画

26

全国職業訓練実施計画
https://www.mhlw.go.jp/content
/11800000/000918551.pdf
20200820 確認
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地域訓練協議会

27

©2022 G.ARAI

神奈川県 地域訓練協議会

28

神奈川県労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/tetsuzuki/keikaku.html 20200820確認
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神奈川県 地域訓練協議会 参加者

29

神奈川労働局神奈川県地域訓練協議会HP
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001132100.pdf
20200820 確認

©2022 G.ARAI

神奈川県 地域訓練協議会 審議内容

30

神奈川労働局神奈川県地域訓練協議会HP
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001132108.pdf
20200820 確認

協議会関係資料：https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001132105.pdf 20200820 確認
総合計画： https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001132108.pdf 20200820 確認
各委員等の意見： https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001132103.pdf 20200820 確認
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基盤整備センター 企業の求める職業能力・人材に関するニーズ調査

31https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/statistics/needs/r03/index

©2022 G.ARAI

基盤整備センター 企業の求める職業能力・人材に関するニーズ調査

32

https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/needs/r03/cyousa_01.xlsx

31

32
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基盤整備センター 企業の求める職業能力・人材に関するニーズ調査

33
https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/needs/r03/cyousa_01.xlsx

©2022 G.ARAI

基盤整備センター 職業能力体系

34

https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/system_list/e-37-youshiki_3.xls

33

34
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基盤整備センター 職業能力体系

35https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/system_list/e-37-youshiki_4.xls

©2022 G.ARAI

基盤整備センター 職業能力体系

36https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/system_list/e-37-youshiki_4.xls
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報告者：中端紅南（なかばたくれな）
筑波大学人間総合科学学術院 教育制度学
研究室 博士前期課程２年

2022年8月20日
第69回日本職業教育学会 関東地区部会 報告２

戦後の高校商業教育の展開と
校⾧会主催検定試験に関する一考察

はじめに

技能検定
:ある特定の業務にかかわる知識・技能につい
て、ある団体がその知識・技能に関して一定の
基準を設定し、検査を受ける人(受検者)の知
識・技能がその基準に達しているか否かを検査
し、その結果を証明するシステム
（佐々木享1993「公的職業資格、技能検定の社会的性格と高校職業教
育」技術教育学研究8号）

技能検定制度(職業能力開発促進法)、民間の実用
英語技能検定、校⾧会検定等を含む広い定義

はじめに

比較）
・職業資格:就業制限等を伴う
・試験の認定をする主体が公権力であるかど
うかに着目して「公的/私的」に区分される

例
公的 私的

職業資格 教員資格認定試験 秘書技能検定試験

技能検定 技能検定制度(職業能
力開発促進法)

実用英語技能検定

参考:佐々木享2009「技術教育、職業教育研究の進歩のために」『産業教育学
研究』39巻2号pp.13-22

はじめに:技能検定に着目した経緯

大きな問い:学校教育制度と技能検定はど
のように関係し、影響し合ってきたのか?

素朴な疑問
・学校で卒業が認定されているのに、どうして「高校
卒業程度」等の技能が認証される検定試験（英検、漢
検等）を取得した方が進学・就職に有利なのか?
・趣味分野の検定試験では運営している団体の思想の
偏りが問題視されることも。学校教育に技能検定を持
ち込む弊害はないのか?

はじめに:校⾧会検定に着目した経緯

1950年、全国商業高等学校⾧協会(全商)が加盟校教員が検定
基準策定、監督採点を担う検定試験を開始。その後、家庭、
工業、水産、農業、福祉へと実践が広がるが、
教育の振興を目指した検定試験であることから①広く一般に
認知されていないこと、②就職・進学への通用度が高くない
こと、③技能が学習指導要領の範囲で局限的であること等の
理由により、検討の対象に含まれてこなかった。

これまで、高校職業教育における検定試験の活用は
各学科の実践報告として知見が蓄積

技能検定に関する研究の対象とされてこなかった
「高校職業教育における校⾧会主催検定試験」

校⾧会:
昭和23年5月28日に組織された「全国高等学校⾧協会」(全高
⾧)とその下部組織。下部組織には都道府県の公・私立の高
等学校⾧協会と、学科ごとの部会が設置されている。
高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学校の教
育の振興を図ることを目的とする（全国高等学校⾧協会規約
平成27年5月20日改正）http://zen-koh-choh.jp/info/theme.html 

商業
大正14年「全国商業学校⾧協会」文部省の諮問機関として機能
昭和21年「全国商業学校協会」
昭和23年「全国商業高等学校⾧協会」全高⾧の下部組織として再編成
昭和31年 財団法人「全国商業高等学校協会」を設立。2団体へ
平成23年 公益財団法人「全国商業高等学校協会」へと移行

1 2

3 4

5 6
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公益財団法人全国商業高等学校協会「当協会について」
http://www.zensho.or.jp/puf/aboutus/index.html

はじめに

平成24年には受験申込者数の累
計が１億人を突破。

加盟校生徒数の減少により受験
申込者数は漸減傾向にあるが、

平成30年度に1回の受験申込数
が最も多かった情報処理検定2
級ビジネス情報部門（受験者
82,291人）は加盟校生徒(全商の
加盟校生徒数288,228人)の1/3程
度の受験申込者を集めている。

参考:全商協会各種検定
受験者(申込者)数の推移
http://www.zensho.or.jp/puf/down
load/statisticaldata/transition.pdf

先行研究:技能検定の歴史

職業訓練分野

社会教育分野

学校教育分野

1958 労働省 技能検定制度の創設
1960s 資格ブーム
1984 社内検定認定制度

1967 文部省 民間技能審査事業認定制度
1980s 検定(英検)ブーム
2000s ご当地検定ブーム

1989 科目「課題研究」での取り組み
1990s 各大学入試への活用拡大
2018 高校生のための学びの基礎診断

職業訓練分野

社会教育分野

学校教育分野

1958 労働省 技能検定制度の創設

1967 文部省 民間技能審査事業認定制度

1989 科目「課題研究」での取り組み
1990s 各大学入試への活用拡大
2019 高校生のための学びの基礎診断

学歴のように習得した学力を証明する方
法として（福原1963）

学歴偏重のなか労働者が自らの技能に
誇りをもてるように（有馬1959）

先行研究:技能検定の歴史

先行研究:技能検定の歴史

職業訓練分野

社会教育分野

1958 労働省 技能検定制度の創設
1960s 資格ブーム
1984 社内検定認定制度

1967 文部省 民間技能審査事業認定制度
1980s 検定(英検)ブーム

2000s ご当地検定ブーム

技能検定を含む労働省所轄の資格創設のラッシュ、
「資格社会」化（阿形1998）

生涯学習への転換、技能検定への注目度の上昇
（武内2016）

実用的な検定とは別に娯楽的な側面を持つものも
次々と登場（武内2016）

公的職業資格に関する研究

・辻功2000『日本の公的職業資格制度の研究―歴史・現
状・未来』日本図書センター

・植上一希2003「公的職業資格制度と専門学校の歴史的考
察」生涯学習・社会教育学研究28 

先行研究

「資格・検定と結びついた教育」をめぐる
問題への着目

需要の高まり

7 8
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・辻功2000『日本の公的職業資格制度の研究―歴史・現
状・未来』日本図書センター

先行研究

戦前から1970年代までの公的職業資格のすべてを対象に、歴史
社会学的観点から公的職業資格制度と学歴、教育の関係性を考
察。資格・検定の取得に向けた教育を提供してきた短大や専門
学校では、職業資格制度が学部や学科の設置などの教育制度や
教育機関の存廃、カリキュラムの構成などの教育内容や教育方
法に強く影響し、教育を規定している側面があるなど、職業資
格制度と教育が強く結びついていることが示された。

⇒学歴や学業成績等の指標を有する学校教育に、技能検定
という学校制度外の団体による認定が導入されることで、
教育のあり方や役割が影響を受けることが考えられる

学校教育分野:平成30年度～
「高校生のための学びの基礎診断」

2-(1)趣旨・目的「「義務教育段階の学習内容を含めた高校生に求められる
基礎学力の確実な習得」 と「それによる高校生の学習意欲の喚起」を図る
ため、高等学校における多様な学習成果を測定するツールの一つとして活
用できるよう、文部科学省において一定の 要件を示し、それに即して民間
の試験等を認定する仕組みを創設する。……」

2-(2)活用「各高等学校又は設置者は、それぞれの判断により、当該校の教
育目標や生徒の実態等を踏まえて適切な測定ツールを選択して活用するも
のとする。……」

文部科学省「「高校生のための学びの基礎診断」実施方針(平成29年7月13日) 」
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/08/17/1393874_1_1.pdf

政策動向

学校教育分野:平成30年度～
「高校生のための学びの基礎診断」
職業系専門学科における専門教科については、
「校⾧会等が実施する農業、工業、商業等の検定試
験、その他の各種検定試験等を含めた多様な学習成
果を測定するツールについて、必要に応じてこれら
を組み合わせながら活用していくこと」が期待され
る
「高校生のための学びの基礎診断」Q＆A（平成30年12月更新版）
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFile
s/afieldfile/2019/09/19/1401969_1.pdf

政策動向 本研究の問題関心

校⾧会検定の歴史の⾧さ、職業資格が少ないため
技能検定との結びつきが強いこと、検定学習の授業への影響や教員の負
担が指摘されてきた「商業」分野への着目

:技能検定が高校職業教育においていかなる役割を
果たしてきたのか、果たすことができるのか

本研究は①社会構造や政策の変容のなかで、技能検定がいかなる教育課題
の文脈と結びつき論じられてきたのかを通史的に分析し、②当該議論におい
て、実施の意義や活用の価値がどのように商業科の教員らに共有され、いか
なる側面が強調されてきたのかを描き出すことを通じて、③日本の高校商業
教育制度に校⾧会主催技能検定がどのような教育的指標として位置付くのか
を明らかにすることを目的とする。

商業教育における「技能検定の歴史」ではなく「技
能検定を活用・批判してきた教員らの歴史」を描き
出すことに価値があるのではないか

全商検定の体系

全国商業高等学校協会「新しい全商検定」(令和4年度)
http://www.zensho.or.jp/puf/download/R4_new_exams.pdf

全商検定の方針・意義
全国商業高等学校協会「新しい全商検定」(令和4年度)
http://www.zensho.or.jp/puf/download/R4_new_exams.pdf

参考:中山（2017）
全商の技能検定の方針は「第一に、文部科学省の学習指導要領に則っ
た検定内容であること」、「第二に、その学習成果を測ることを目的
とする検定試験であること」。
「社会で活用できる知識・技術の習得を図る検定試験を目指し鋭意努
力を重ねています。」（p.1）
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全商検定の変遷

検定名 実施 備考
1 珠算実務検定試験 昭和25～平成14年度 珠算・電卓実務検定試験に改称
2 電卓実務検定試験 平成7～14年度 珠算実務検定試験に統合
3 珠算・電卓実務検定試験 平成15年度～令和3年度 ビジネス計算実務検定試験に改称

4 ビジネス計算実務検定試験 令和４年度～
5 簿記実務検定試験 昭和26年度～
6 会計実務検定試験 平成21～令和３年度
7 財務諸表分析検定試験

財務会計検定試験
管理会計検定試験

令和4年度～ 会計実務検定試験の科目名が検定
名称へと変更

8 英文タイプ実務検定試験 昭和31～平成7年度 これら3つを総称し、「タイプ実
務検定試験」とされる。9 和文タイプ実務検定試験 昭和35～63年度

10 カナタイプ実務検定試験 昭和42～平成2年度
11 ワープロ実務検定試験 昭和62～平成25年度 ビジネス文書実務検定試験に改称

12 英文ワープロ検定試験 平成8～10年度
13 パソコン入力スピード認定試験 平成18～24年度 ワープロ実務検定試験と統合
14 ビジネス文書実務検定試験 平成25年度～
15 英語検定試験 昭和43年度～
16 情報処理検定試験 昭和50年度～
17 コンピュータ利用技術検定試験 平成6～14年度
18 商業経済検定試験 昭和61年度～
19 ビジネスコミュニケーション検定試験 平成25年度～

表１ 全商検定の変遷

1950年全商検定開始までの経緯

新制高等学校の発足後、昭和25（1950）年、学習指導要領では科目「珠算およ
び商業計算」が新設されたが、これは「珠算という科目の存廃の危機に当時の商
業算術を吸収、統合」し、なんとか学習指導要領に設置させることができたとい
う性質のものであった（全商1968 p.66）。これまで異なる分野とされてきた珠算
と商業計算の統合には強い反対意見が紛糾し、全商役員らは、このままでは教師
らの足並みが揃わずよい実践ができないのではという問題意識を抱いていた。

昭和25(1950)年に開始した珠算実務検定試験は、東京都の若い珠算教員らの発
案から、生徒の「学習の意欲を向上させる手立て」として技能検定の創設が決
まった背景がある。珠算教育の分野では、昭和6（1931）年に東京商工会議所が実
施した試験を母体に全国統一の検定試験が実施されてきたことが知られる（浜松
商工会議所1954）。これらの検定が「珠算による四則の計算にのみ終始してい
た」ことから、学習指導要領との親和性が高い「考える珠算教育」、商業計算を
取り入れた「実務に即応した珠算検定」を目指すという方針のもと全商での検定
実施が提案された(全商1985a p.207)。

関連１）珠算実務検定試験の実施に際して

⇒検定実施は教師らが自分たちの手で商業教育を制
度設計しようとする営みとして捉えられるのでは?

珠算実務検定試験が開始してからも、「これまでは
「学習指導要領」に基づいて検定・競技両問題作成
の規定を作ってきたが、今度は逆に検定・競技両問
題作成の規定から「学習指導要領」の内容決定の線
に持っていきたいとも考えている。」（全商1968 
p.75）とされる

・昭和62(1987)年に開始した商業経済検定試験は、技能的な検定試験が社
会的にも高く評価されているため「技能科目に傾斜がかかり、理論科目が
おろそかになりがち」という課題から、「商業経済に関する基礎的知識を、
より一層確実なものとし、理論面での学習目標を生徒に与えること」をね
らいとしていた（全商1988 p.157）。

・昭和26(1951)年に開始した簿記実務検定試験は「成績評価の基準が各学
校、各先生の間で不統一であった」ことを問題視し、簿記教育の一般的水
準を高める意図があった（全商1968 p.81） 。

関連２）商業教育の課題解決のために開始した技能検定

具体例:「落ちこぼれ」問題との関連

・高校進学率は昭和29年に50％を超え、昭和49(1974)年には90％
を記録。高校生の急増にともない、高等学校は国民的教育機関と
して能力、進路の様々な生徒へ対応することが求められた。

・多くの生徒を受け入れる中で、現場にあらわれてきたのは「生
徒の学力低下」問題であった。商業科においては昭和30年頃から
英語担当教員らを中心に学力低下の問題が指摘されてきた。

これは中学校での「落ちこぼれ」生徒の問題を引き継いだことに
くわえ、「大半の生徒は就職志望で、折からの好景気に支えられ
難なく就職出来た。」という社会的背景があり、

「生徒の学習意欲は減退するばかりで現場教師の悩みは一方なら
ぬものがあった。」（全商1978 p.117）

・昭和43(1968)年に開始した英語検定試験は、
「学習指導要領の精神にのっとりあくまで生徒の実態を
ふまえ、語学的に底辺にある生徒をもふくめて平易で運
用度の高い言語材料により、聞き話すことに比較的重点
をおく運用能力を養うことにあります。」とあるように、
学力低下問題への対応がその目的に含まれていた（全商
1968 p.106）。
検定試験の結果から全国の生徒の学力の実態を把握し、
基礎学力を定め、指導する上での指針とする
「検定形式による標準学力テスト」としての活用が想定
された(p.105)。

「落ちこぼれ」問題:①検定の開始
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「落ちこぼれ」問題:②検定の活用

・森均1991『ダメといわれた子らの大逆転教育』エール出版社
・森均1992『奇跡の「大逆転教育」』産能大学出版部
・森均1995『それでも学歴を追い求めるのか』産能大学出版部

商業の専門能力を「“学習劣等生”」が「“勉強”以外」で大逆転
できる道と捉え、資格取得を目指した指導を行った(森1991p.2)。

各教員による検定の意味付け

「落ちこぼれ」問題:③検定の批判

滋賀県立八幡商業高校の北川は、
「小中学校以来、度重なる選別をへて入学してきた生
徒にとっては、簿記、珠算の検定や職業興味テスト、
性格テストなどによる類型への振りわけは、新たな選
別としてしか受けとられ」ず、生徒の意欲にはつなが
らないと批判(北山1972p.33)。全商検定が技能中心の
操作熟練度の判定だけに終っているものが多いとし、
検定学習の傾重への警鐘を鳴らした。

北川泰三1972「第2章「多様化」政策下の高校商業教育の現状と問題点」全
国商業教育研究協議会編『新しい商業教育の創造』pp.29－69

各教員による検定の意味付け

「落ちこぼれ」問題:③検定の批判

「検定学習の過熱化」の弊害は1970年代以降各地の教員から
報告される

検定学習の推進の議論だけでなく、批判の議論も教員らが
「あるべき商業教育の姿」を実現しようとしているからこ
そ生じるのではないか

中山（2017）
商業教育の実情について、「資格取得指導のみに終始する
ことなく、全国的に各地域に根ざした、地域の特色に沿っ
た地域連携教育が着実に行われている」と報告（p.5）。

全商本部や地方本部の議論だけでなく、都道府県商業教育研
究会や民間教育団体の議論も踏まえる必要

今後の視点
・バブル崩壊後の高卒労働市場の変化との関連
商業科卒就職希望者は、大卒文系、高校普通科卒就職者と就
職市場で重なり合うため「とりわけ深刻」である(寺田
2011p.6)

・「職業高校」から「専門高校」への役割変化との関連
平成7(1995)年3月の文部省初等中等教育局「職業教育の活
性化方策に関する調査研究会議」の答申「スペシャリストへ
の道（最終答申）」、「特色ある学校づくり」推進等の政策
の影響や、大学進学率の上昇をうけ、全商の技能検定が社会
の他団体の高度な資格・検定へのステップとして関連付けら
れるようになっている

大学等進学率の推移

文部科学省「普通科・職業学科別進学率就職率」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/genjyo/index.htm

大学等進学率の推移

文科省「高校卒業者の学科別
進路状況(令和3年3月卒)」
https://www.mext.go.jp/a_men
u/shotou/shinkou/genjyo/021
203.htm
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• 商業経済検定試験と日本商工会議所の販売士検定
(名称独占資格)のリンケージ

全国商業高等学校協会「商業経済検定試験」
http://www.zensho.or.jp/puf/examination/economics.html
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「職業訓練忌避観」に関する一考察 

― 2020 年 12 月 2 日職業能力開発研究会発表をうけて ― 

職業能力開発総合大学校 企画調整部 砂田 栄光 

 

A Study on "Vocational Disqualification" 
－December 2, 2020 Following the announcement of the Vocational Ability Development Study 
Group－                         Sakae SUNADA 

 

2020 年 12 月 2 日職業能力開発研究会において職業能力開発総合大学校名誉教授の田中

萬年氏による発表講演が実施された。タイトルは「職業訓練忌避観の創生と定着-職業

訓練批判と「教育を受ける権利」主張の重複化による-というものであった。田中氏の調査研究部

研究助手時代からの約 50 年に及ぶ研究成果の集大成ともいえる内容であった。しかしながら、1

時間の講演で理解するには難解な個所も多く、「職業訓練忌避観」についての謎解きへの補助資料

の必要性を感じた。田中氏は同様のテーマを「技能と技術誌」にも多数投稿されているので、共

起ネットワークの手法を用いて田中氏の「職業訓練忌避観」を分析し、職業訓練の次世代を担う

職業訓練指導員への技能継承の橋渡しの一助となるように解説を試みたので紹介する。 

I はじめに 

 

コロナ禍の中で、2020 年 12 月 2 日に職業能力開発

研究会が実施された。オンラインを用いて、職業能力

開発総合大学校名誉教授の田中萬年氏により、「職業

訓練忌避観の創生と定着-職業訓練批判と「教育を受

ける権利」主張の重複化による-というタイトルで 1

時間の講演を受講する機会に恵まれた。 

生涯職業能力開発の一翼を担う公共職業能力開発施

設の職業訓練指導員（以下「指導員」という。）や民

間教育訓練機関・企業等の指導員（指導者）にとって

も貴重な指針となる内容であった。特に職業訓練施設

の現場で教育訓練を実施する中で、「職業訓練忌避

観」と対峙した時に、指導員としての自信と誇りを持

って対処することができるということは必要な資質で

あると思われる。 

しかしながら、１時間の講演で田中氏の約 50 年間

に及ぶ職業訓練研究の集大成を紐解き、職業訓練忌避

観の謎に迫ることは至難の業であると思われる。 

同様のテーマで田中氏は「技能と技術誌」にも少な

からず投稿されており、最近テキスト分析の手法とし

て注目されている共起ネットワークを用いて分析を試

みたので、職業訓練の次世代を担う指導員への一助と

なることを願い、その分析結果を解説し紹介する。 

 

II テキストマイニング手法による分析 

 

１ 共起ネットワークによる分析準備 

職業能力開発研究会発表原稿と技能と技術誌の発表

原稿について、テキスト分析手法の中から共起ネット

ワーク(1) (KHCoder3)を用いた。分析対象ファイルを

準備し、前処理として「語の取捨選択」の後、「前処

理の実行」を行った。続いて「ツール」により「抽出

語リスト」を確認後、「共起ネットワーク」を実施し

た。共起ネットワークのオプションとして、最小出現

数を 6、最小文書数を 3、バブルの大きさを 150％と

して設定した。 

 

２ 職業能力開発研究会原稿の分析 

2020 年 12 月 2 日に職業能力開発研究会で田中氏が

発表された原稿は、「職業訓練忌避観の創生と定着-職

要約 
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業訓練批判と「教育を受ける権利」主張の重複化によ

る-である。A4 判で 11 頁の内容であったが、4 部構成

となっており、Ⅰ．課題と観点、Ⅱ．「教育勅語」下に

おける「教育を受ける権利」の主張と職業訓練忌避観

の創生、Ⅲ．「日本国憲法」の「教育を受ける権利」の

信奉と職業訓練忌避観の定着、Ⅳ．職業訓練の忌避と

「教育を受ける権利」であった。 

この 4 部を各々共起ネットワークにより分析した。 

 

３ 「技能と技術誌」原稿の分析 

田中氏が 1997 年～2007 年の 10 年間に投稿された原

稿は下記のとおりである。 

① 実技・実習カリキュラムのための技能論（1997） 

② 山田洋次監督の職業訓練観(1999) 

③ 「世界人権宣言」と職業訓練(1999) 

④ Education は教育ではない(1999) 

⑤ 「職業訓練学」主張の緊要性(2000) 

⑥ デジタル・マイスターは養成できるか(2001) 

⑦ 「職業訓練原理」を語る意義(2001) 

⑧ 「モノこわし」考（2002） 

⑨ モノづくり精神の源流(2004) 

⑩ 職業訓練観に関する一考察(2005) 

⑪ 重工業における熟練技能の伝承(2006) 

⑫ 職業訓練と「義務教育」に関する考察(2007) 

 今回、職業訓練忌避観と関連すると思料される②⑤

⑦⑩⑫の 5 本の投稿を共起ネットワークにより分析し

た。 

 

III 共起ネットワークによる分析結果 

１ 職業能力開発研究会原稿の分析結果 

「職業訓練忌避観の創生と定着-職業訓練批判と

「教育を受ける権利」主張の重複化による-の職業能

力開発研究会原稿を 4 項目で分析した結果を以下に報

告する。 

Ⅰ．課題と観点の共起ネットワークによる分析結果

を図１に示す。 

 

図１ 課題と観点 

 訓練、課題を中心に、教育、権利、社会、受けると

いう抽出語の島が左上に、右下に労働、徒弟、職工の

島が右下に位置している。イメージとして、教育が労

働を見下しているように見える。職業訓練忌避観が暗

示されているようである。 

Ⅱ．「教育勅語」下における「「教育を受ける権利」

の主張と職業訓練忌避観の創生によるについての共起

ネットワークによる分析結果を図２に示す。 

 

図２ 職業訓練忌避観の創生 

中央に教育、片山、批判、受という抽出後の島があり、

その右横に徒弟、制度、労働、工場、職工、問題という

島がある。職業訓練忌避観の創生に片山という労働者の

代表が深くかかわっていることが示唆されている。その

周辺に、学校、義務、社会、勅語、権利、主張という島

を確認することができる。 

Ⅲ．「日本国憲法」の「教育を受ける権利」の信奉と

職業訓練忌避観の定着による共起ネットワークの分析

結果を図３に示す。 

 

図３ 職業訓練忌避観の定着 

中央に教育、憲法、権利、受ける、規定、研究、わが

国、日本国、無視という抽出後の島があり、右上に堀尾、

人権、宣言、論理の島がある。特に注目されるのは、教

育界の大御所である堀尾が職業訓練忌避観の定着に大

きな影響を与えたのではないかという田中氏の示唆が

あると思われる。また、無視もキーワードと思われる。 
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Ⅳ．職業訓練の忌避と「教育を受ける権利」による共

起ネットワークの分析結果を図４に示す。 

 

図４ 職業訓練の忌避 

中央に教育、訓練、労働、職業の島があり、右横には

Education、能力開発、学習の島がある。左横には、片

山、日本、技術技能、研究、制定の島があり、右上には

堀尾、憲法、権利、教育、受、主張、徒弟制度、批判の

抽出後の島がある。Ⅰ～Ⅲのまとめともいえる図となっ

ている。 

キーワードをつなげると片山らによる労働界からの

職業訓練忌避観の創生にはじまり、堀尾らによる教育界

からの職業訓練忌避観の定着が田中氏の論点であるこ

とが分析結果からも明確になったといえる。 

次に田中氏が 10 年間にわたる技能と技術誌の投稿か

ら共有ネットワークによる分析結果を紹介する。 

 

２ 「技能と技術誌」原稿の分析結果 
 田中氏が 1997 年～2007 年の 10 年間に投稿された

原稿の中から、職業能力開発忌避観に関連があると思

われる５原稿をとりあげる。各原稿は下記のとおりで

ある。 

・山田洋次監督の職業訓練観(1999) 

・「職業訓練学」主張の緊要性(2000) 

・「職業訓練原理」を語る意義(2001) 

・職業訓練観に関する一考察(2005) 

・職業訓練と「義務教育」に関する考察(2007) 

 最初に、山田洋次監督の職業訓練観（1999）の共

起ネットワークによる分析結果を図 5 に示す。 

キーワードとして今、教室、勉強、映画の島と

「人」を中心に対局側に、職業、訓練、学校、監督、

思うという抽出語の島があり、周辺に職人、就職、見

るという語がある。この分析では、映画を通して人を

中心に学校や教室、勉強について描かれている様子が

うかがえる。職人が全体の島から離れているのが特徴

といえるかもしれない。もし右肩上に尊敬という位置

づけなら希望が持てるだろう。 

 
図 5 山田洋次監督の職業訓練観 

次に、「職業訓練学」主張の緊要性の共起ネットワー

クによる分析結果を図 6 に示す。 
第 1 の島は、統合、体系、実践、職、考える、第 2

の島は職業、訓練、学問、主張、形成となっている。

第 3 の島は、教育、労働、必要、関係となっており、

田中氏の職業訓練学の骨子が見え隠れしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 「職業訓練学」主張の緊要性 
 
 3 番目に「職業訓練原理」を語る意義の共起ネット

ワークによる分析結果を図 7 に示す。 
 8 つの島ができており、職業、訓練、教育、意味とい

う中央左の島とその左側の能開短大、専門課程、学生、

受講、編入という島が特徴的である。技術、技能、思

う、自分、受ける、意義、語る、社会、学ぶという抽

出語の島がその周辺に配置されている。新入生に対す

る職業訓練原理の動機付けの文書であることがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 「職業訓練原理」を語る意義 

P.27



 4 番目に職業訓練観に関する一考察の共起ネットワ

ークによる分析結果を図 8 に示す。 
 図 7 と同様に 8 つの島ができており、図 7 と似た構

成である。今回は能開大生、学部、指導という島に特

徴があり、中央に、教育訓練、学習、回答、判断とい

う抽出語と職場、傾向、場合、強い、離れるという抽

出語が仕事というキーワードで結ばれている。周辺の

大学、能力、技術、技能、専門、習得もキーワードと

して用いられていることがわかる。 

図 8 職業訓練観に関する一考察 
  
最後に、職業訓練と「義務教育」に関する考察の共

起ネットワークによる分析結果を図 9 に示す。底辺の

島に、義務教育、教育、憲法、規定、政府、権利等の

島がある。その右上に、堀尾、強制、脅迫、訳す、意

味という島とその上には Compulsory、Education、能力

開発という島が並んでいる。中央左には、義務、受け

る、普通、無償という島と、初等、委員、そしてその

上にマッカーサー、草案という抽出語が見いだされる。

中央上の島に、働く、労働、学習、戦後、論理という

島が見いだされる。 
 田中氏が、この原稿で義務教育とりわけ「教育」と

いう用語が強制あるいは Compulsory の意味合いがあ

るにもかかわらず Education の訳語として用いられ、

本来 Education の本質的意味を有する能力開発や職業

訓練が無視あるいは忌避されたのではないかと示唆し

ていることが推察される。 

 
図 9 職業訓練と「義務教育」に関する考察 

Ⅳ 職業訓練忌避観に関する一考察 
 かつて筆者は公共職業能力開発におけるホワイトカ

ラーの Off-JT について述べた文章で、プロジェクトマ

ネージャーの職務・職能分析により図 10 のような職

務構造を想定した。(2) 

 

図 10 プロジェクトマネージャーの職務構造 

 これは、クラスター分析による結果から、関連性の

高い島を線で結び構造化したものである。 

 今回の田中氏の講演会資料と技能と技術誌資料か

ら、職業訓練忌避観についてキーワードによる分析を

試みた。特に 12 月 2 日職業能力開発研究会において

発表された「職業訓練忌避観の創生と定着-職業訓練批

判と「教育を受ける権利」主張の重複化による-を読み

解く時のヒントが、共起ネットワークによる分析結果

により、理解の参考になると思われる。 

 まず、職業訓練忌避観のそもそもの創生原因は、労

働運動の中心人物である片山が、従来の徒弟制度や工

場における労働問題をとりあげて、職業訓練を忌避した

ということが深くかかわっているという点である。 

 そして、教育界の大御所である堀江が教育、とりわ

け義務教育の紹介の中で、職業訓練や能力開発が

Education の意味を含んでいるにもかかわらず無視し

た結果、職業訓練忌避観の定着につながったという主

張である。 

 現場の指導員が職業訓練忌避観と対峙したときに、

もう一度、その当事者に対して、原点に戻って丁寧な

説明と実践による証明が必要である。そのための職業

訓練学や職業訓練原理の学びの理論武装のために、田

中論文は頼れる資料になるだろう。また、技能と技術

誌の副教材も役立つと考えられる。 
 

参考文献 
[1] 宮崎雄輔,吉岡央雄：「在職者向訓練の利用事業者におけ

る生産性向上等の訓練効果に関する事例研究」－1 年目

の取り組み－,基盤整備センター,2021.3 

[2] 砂田栄光：「公共職業能力開発におけるホワイトカラー

の Off-JT について」,技能と技術,1998.6. 
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「職業訓練忌避観」からの脱出 

― 成瀬政男「小論集」からの一考察 ― 

職業能力開発総合大学校 企画調整部 砂田 栄光 

 

Escape from "vocational training disqualification" 
-A consideration from Masao Naruse's "Short Papers"- 

Sakae SUNADA 

 

2020 年 12 月 2 日職業能力開発研究会において職業能力開発総合大学校名誉教授の田中

萬年氏による発表講演が実施された。タイトルは「職業訓練忌避観の創生と定着-職業

訓練批判と「教育を受ける権利」主張の重複化による-というものであった。これに対し、職業訓

練大学校初代校長の成瀬政男氏が技能士コース通信制訓練の受講者向けの会報誌に掲載された小

論をまとめた小論集「しあわせをつくるだす技能」に、職業訓練忌避観からの脱出のヒントが見

いだされた。前回の「職業訓練忌避観」についての一考察の続きとして、小論集の一部を、対応

分析の手法を用いて分析し、職業訓練の次世代を担う職業訓練指導員への技能継承の橋渡しの一

助となるように解説を試みたので紹介する。 

I はじめに 

 

2020 年 12 月 2 日に職業能力開発研究会で実施され

た職業能力開発総合大学校名誉教授の田中萬年氏によ

る「職業訓練忌避観の創生と定着-職業訓練批判と

「教育を受ける権利」主張の重複化による-というタ

イトルの講演から、「職業訓練忌避観」についての共

起ネットワーク分析による考察を前回紹介した。 

しかしながら、田中氏の職業能力開発忌避観につい

ての技能と技術誌の投稿による、創生と定着について

の理解は深まったが、その忌避観からの脱出の術につ

いては方向性を示すことができなかった。 

現場の指導員にとって、どのように忌避観と対峙

し、かつ、職業訓練への自信と誇りを持ち続けるため

には、忌避観からの脱出と方法について、そのヒント

を得ることは大切なことであるといえる。 

そこで、田中萬年氏が学生時代に大きな影響を受け

たであろう初代校長である成瀬政男氏が技能士コース

通信制訓練の受講者向けの会報誌に掲載された小論を

まとめた小論集「しあわせをつくりだす技能」(1)に投

稿された原稿を、対応分析を用いて分析を試みたの

で、職業訓練の次世代を担う指導員への一助となるこ

とを願い、その分析結果を解説し紹介する。 

 

II テキストマイニング手法による分析 

 

１ 対応分析による分析準備 

成瀬政男氏の小論集「しあわせをつくりだす技能」

の一部の発表原稿について、テキスト分析手法の中か

ら対応分析(2) (KHCoder3)を用いた。分析対象ファイ

ルを準備し、前処理として「語の取捨選択」の後、

「前処理の実行」を行った。続いて「ツール」により

「抽出語リスト」を確認後、「対応分析」を実施し

た。対応分析のオプションとして、最小出現数を 6、

最小文書数を 3、バブルの大きさを 150％として設定

した。また、参考として共起ネットワークによる分析

結果も図示した。 

 

２ 小論集「しあわせをつくりだす技能」の分析 

2003 年 3 月 31 日に研修部通信訓練課より発行され

た小論集「しあわせをつくりだす技能」の原稿は下記

要約 
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のとおりである。 
① しあわせをつくりだす技能 

② 技能の役割（ヨーロッパのマイスター） 

③ 技能の役割（日本のマイスター） 

④ 新しい年をむかえて 

⑤ 時と内観（もう一つの世界） 

⑥ ねむれる獅子（もう一つの世界） 

⑦ ペスタロッチの言葉（もう一つの世界） 

⑧ スイスの話（もう一つの世界） 

⑨ 科学・技術と技能 

⑩ 美しいことば 

⑪ こころの住みか 

⑫ ルガノの鐘の音 

⑬ 技能者から経営者に（西独のお話） 

⑭ ウデとアタマ 

⑮ 技能の包容性 

⑯ 若さと技能・技術 

⑰ 技能の世界 

⑱ 指導員養成を目的とした「職業訓練大学校」の理

念化 

 今回、職業訓練忌避観からの脱出にむけてヒントと

なると思料される⑤～⑧の 4 本の投稿を対応分析によ

り分析した。 

 

III 対応分析による分析結果 

１ 時と内観（もう一つの世界）の分析結果 

昭和 44年 1 月 1 日の職種別再訓練通信講座会報第

8 号は「新しい年をむかえて」と題して、「時」とい

うものの大切さが語られた。その続号の会報第 9 号が

「時と内観」である。対応分析による分析結果を図

1-1 に示す。 

 
図１-1 時と内観 

 図 1-1 の左下に自動車の文字が突出している。成瀬

氏は鋳物を満載した貨物自動車の貨物のうえにのって

移動中に崖上の道から落下し、自動車事故で遭難した

経験を冒頭に話されている。鋳物の瓦礫の中で意識を

失い、文字通りもう一つの世界をさまよわれた。 

 しかし、そこを通り合わせた自動車会社の重役の声

で意識を回復し、この世にもどされた。それ以来、人

生観が大きく変化させられたとしている。 

右下の尊徳先生を土台に右上の慈悲に至るまでの帯

の中に、仕事、仕える、命が内観の文字とともに見い

だされる。この会報の記事は、ＮＨＫラジオ人生読本

で放送したものに筆をいれたものであると注釈があ

る。 

 成瀬政男氏は、日本の機械工学者、東北大学名誉教

授、歯車の権威としても知られているが、代用教員の

家庭で生まれ育ち、自身も旧制中学卒業後に小学校の

代用教員を経験している。その後、恩師に勧められて

東北帝大の専門部に進み、工業学校教諭の経験もされ

た。その後、東北帝大の機械工学科を卒業し、工学部

講師となり、名誉教授まで教職を続けておられる。こ

の自動車事故はＴ社の国産自動車開発に協力していた

時期と考えられるので、壮年時代であると思われる。 

 高学歴になればなるほど、現場からは遠ざかる風潮

の中で、この自動車遭難により知り得た「もう一つの

世界」について、他の小論からも探ってみたい。 

 参考までに、共起ネットワークによる分析結果を図

1-2 に示す。 

 

図１-2 時と内観 

 図 1-2 からは、時、瞬時、短い、長いという時間の

島と、中央に尊徳、先生、自動車の抽出語の島と、慈

悲、弟子、内観、命の島が、互いに緩やかな線で結ば

れており、対応分析の結果と同様のイメージが図示さ

れた。 

 

2 ねむれる獅子（もう一つの世界）の分析結果 

 次に、昭和 44 年 7 月 1 日の職種別再訓練通信講

座会報第 10 号の「ねむれる獅子」について、対応分
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析による分析結果を図 2-1 に示す。 

 

図 2-1 ねむれる獅子 

 時と内観の次は、自身の経験ではなく、坪田譲治さ

んという名高い童話作家の話題がとりあげられた。作

家生活に入った頃は、生活に困ると岡山の実家で助け

てもらうという恵まれた生活の中で、なかなか世の中

に認められなかった。しかし、生活を支えてくれてい

た母と兄をなくし、覚悟を決めた日から五年間、努力

を重ね、「風の中の子ども」という名作が生まれた。

このねむれる獅子は誰の体にも住んでいるのではない

かと気づいたという。 

 図 2-1 の左横に、坪田、童話、作家、立派が中心テ

ーマとして位置づけられ、右上周辺に、自分、人、

心、思い、生活、思うという抽出語が添えられてい

る。ひとかどの人物となるために、今日、ねむれる獅

子の目が「もう一つの世界」に開かれることを示唆し

ているようにも見える。 

 参考までに、共起ネットワークによる分析結果を図

2-2 に示す。 

 

図 2-2 ねむれる獅子 

 図 2-2 からは、下段に坪田、作家、童話、立派、話

という島が、その上側に学生、生活、心、自分、人、

思いという島が、左側に、獅子、青年、人物、今日と

いう抽出語の島があり、対応分析の結果と同様のイメ

ージが図示された。 

 

３ ペスタロッチの言葉の分析結果 

 成瀬政男氏は、ペスタロッチの研究家、実践者と

しても有名である。職業訓練大学校学生を鼓舞し、職

業訓練界の幹部養成に尽力された。昭和 44 年 9 月 30

日の職種別再訓練通信講座会報第 11 号の「ペスタロ

ッチの言葉」について、対応分析による分析結果を図

3-1 に示す。 

 

図 3-1 ペスタロッチの言葉 

図 3-1 では、右上に、ペスタロッチ、シュタンツ、

尼僧、文章、言葉、心、読むなどが並んでいる。左上

には、窓、子ども、教える、遊ぶ、道が並ぶ。中央に

は、スイス、国、巡礼、跡、思うという島がある。そ

して、右下には、スイス、世界という構図である。 

特に、原稿の原文にある、スイスで出会った尼僧か

ら聞いたペスタロッチの言葉を、職業訓練大学校の図

書館でペスタロッチ全集から発見する話のくだりは、

成瀬氏の情熱と執念が感じられ、感銘を受ける。 

参考までに、共起ネットワークによる分析結果を図

3-2 に示す。 

 
図 3-2 ペスタロッチの言葉 

 図 3-2 からは、左上に子ども、巡礼、遊ぶ、窓とい
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う島が、中央に、ペスタロッチ、スイス、思う、跡と

いう島が、右に、シュタンツ、尼僧、文書、言葉、読

む、心、世界という島がみられ、対応分析の結果と同

様のイメージが図示された。 

 

4 スイスの話の分析結果 

昭和 45年 1 月 1 日の二級技能士訓練課程通信講座

講座会報第 12 号の「スイスの話」について、対応分

析による分析結果を図 4-1 に示す。 

会報 8 号「新しい年をむかえて」に始まった「新し

い年」「時」をキーワードにスタートした「もう一つ

の世界」の完結編ともいえる。今回の会報では、スイ

スという技能が尊ばれ、技能者が高い地位にのぼって

いる世界があることを紹介している。 

 図 4-1 でのキーワードは右上のペスタロッチ、孤

児、教育、体、心である。また、左横のチンメルマ

ン、音、機械、世界、高い、国、スイス、人、人々と

いう抽出語に注目したい。右下には、自分、技能、工

業、工場、職人、見習、会社、学ぶという構成になっ

ている。 

成瀬氏は、スイスの技師長であるチンメルマン氏の

長い話をきき、スイスという国がペスタロッチの孤児

院での教育に希望を見出し、たとえ雪男しか住めない

ような土地であっても、また過去において戦争により

どんなにみじめな生活をしていた土地であったとして

も、技能を大切にし、技能者が富かつ栄える国をつく

ることができることを学びたいと切に願っているよう

に見える。 

 

図 4-1 スイスの話 

参考までに、共起ネットワークによる分析結果を図

4-2 に示す。 

図 4-2 からは、右下にペスタロッチ、教育、孤児、

生産、心、体、もの、いま、方法、力という島が見え

る。その左側に、人、生活、土地、氷河、住むという

島と、スイス、国という島がある。その上に、機械、

世界、音という島とその上に地位、高い、チンメルマ

ン、技師、話の島が見られる。その右横には、自分、

職人、工場、働くという島と、さらにその右横に、会

社、工業、技能、学校、学ぶ、見習いの島と人生、話

す、一つの島がある。島の数は増えているが、対応分

析の結果と同様のイメージが図示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 スイスの話 

 

Ⅳ 職業訓練忌避観に関する一考察 
 前回の報告で、職業訓練忌避観のそもそもの創生原

因は、労働運動の中心人物である片山が、従来の徒弟

制度や工場における労働問題をとりあげて職業訓練を

忌避したということが深くかかわっていることをみて

きた。また、教育界の大御所である堀江が教育、とり

わけ義務教育の紹介の中で、職業訓練や能力開発が

Education の意味を含んでいるにもかかわらず無視し

し、その結果、職業訓練忌避観の定着につながったと

いう主張についても確認した。 

 まず、現場の指導員は職業訓練忌避観というものが

我が国に深く根付いていることを確認する必要があ

る。そして、この職業訓練忌避観と対峙したときに、

もう一度、その当事者に対して、今回紹介したような

職業訓練を尊重し、スイスのように技能が尊ばれ、技

能を通して国が富みかつ栄えさせることができる「も

う一つの世界」を知ることにより、技能者が高い地位

にのぼっているという世界をつくりあげる希望が与え

られるのではないだろうか。 
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